
【参考】根拠条文 

 

【入所施設】 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十二号） 
 
（地域との連携等） 

第二十四条の二 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又

はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地

域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構

成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）（以下この条にお

いて「地域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議にお

いて、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。 

 

３ 指定障害者支援施設等は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回

以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設等を見学する機会を設けなければならな

い。 

 

４ 指定障害者支援施設等は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当

該記録を公表しなければならない。 

 

５ 前三項の規定は、指定障害者支援施設等がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の

者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事（指定都市

及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長）が定めるものを講じている場合には、適用し

ない。 

 

【障害者グループホーム】 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十一号） 

 

（地域との連携等） 

第二百十条の七 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又は

その自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

 

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域

住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協

議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第二百十三条の

十において「地域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会

議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

 

３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地

域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。 

 

４ 指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、

当該記録を公表しなければならない。 

 

５ 前三項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者

による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるもの

を講じている場合には、適用しない。 



(地域との連携等) 

第二百十三条の十 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生

活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に

当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、

事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年

に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学

する機会を設けなければならない。 

 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を

作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 

５ 前三項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中サービス支援

型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ず

る措置として都道府県知事が定めるもの(次項に規定するものを除く。)を講じている場合には、適

用しない。 

 

６ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その

他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定

期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第二項の報告、要望、助言等の

内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要

な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告、評価、要望、助

言等についての記録を整備しなければならない。 

 


